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■地区表現にかかる用語の定義 

 本基本計画において、地区表現にかかる用語については、おおむね次のように定義

している。 

中心市街地  本基本計画の計画区域である約 170ha＜Ｐ49 参照＞。 

中心部  中心市街地及び周辺地域の都心 11 地区（金華、京町、明徳、徹明、梅林、

白山、華陽、本郷、木之本、加納、加納西） 

柳ケ瀬  都市再生緊急整備地域における柳ケ瀬通周辺地区（9ha）＜Ｐ48 参照＞ 

を中心とするエリア。ただし、「柳ケ瀬地区」は、都市再生緊急整備地域にお

ける柳ケ瀬通周辺地区を指す。 

岐阜駅周辺  都市再生緊急整備地域における岐阜駅北地区（21ha）＜Ｐ48 参照＞を中心

とするエリア。ただし、「岐阜駅周辺地区」は、都市再生緊急整備地域におけ

る岐阜駅北地区を指す。 

岐大跡地 

周辺 

 公共・公益施設が多く集積する岐阜大学医学部等跡地周辺地区（70ha） 

＜Ｐ48 参照＞ 

■図表中の比率表示について 

 図表中の比率は、表示単位未満を四捨五入したため、計数が一致しない場合がある。 


